
公
聴
会
を
開
催
し
ま
す

　
大
津
湖
南
都
市
計
画
高
度
地
区
の

決
定
に
係
る
公
聴
会
を
開
催
し
ま
す
。

時�

１
月
３０
日（
水
）午
後
７
時
～

所�

市
民
交
流
セ
ン
タ
ー�

多
目
的

ホ
ー
ル

�

他�

傍
聴
は
１
月
２５
日（
金
）ま
で
に
左

記
へ
申
込
要
。

・�

計
画
案
は
左
記
で
縦
覧
可
能
。

・�

こ
の
公
聴
会
で
公
述（
意
見
を
述

べ
る
こ
と
）を
希
望
す
る
人
は
、

１
月
２５
日（
金
）ま
で
に
公
述
申
出

書（
Ａ
４
サ
イ
ズ
の
用
紙
に
住
所
、

氏
名
、
年
齢
、
電
話
番
号
、
意
見

の
要
旨
を
記
載
し
た
物
）を
左
記

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い（
公
共・公

益
的
見
地
か
ら
の
も
の
に
限
る
）。

・�

公
述
が
な
い
場
合
は
開
催
し
ま

せ
ん
。

問�

都
市
計
画
課

　
☎（
５
８
２
）１
１
３
２

　
5（
５
８
２
）６
９
４
７

都
市
計
画
の
公
告
・

縦
覧
を
行
い
ま
す

　
環
境
セ
ン
タ
ー
の
更
新
に
係
る
都

市
計
画
の
変
更
に
あ
た
り
、
下
記
変

更
案
の
公
告
・
縦
覧
を
都
市
計
画
法

第
１７
条
第
１
項
に
基
づ
き
実
施
し
ま

す
。

　
な
お
、
住
民
お
よ
び
利
害
関
係
人

地
区
計
画
の
決
定
の
縦
覧

・�

大
津
湖
南
都
市
計
画
地
区
計
画

（
赤
野
井
町
地
区
）平
成
３０
年
１２
月

２０
日
付

所�

都
市
計
画
課

他
地
区
計
画
の
決
定
に
合
わ
せ
て
、

建
築
物
の
建
築
制
限
な
ど
を
担
保
す

る
た
め
、
２
月
１
日
付
け
で
改
正
さ

れ
た
建
築
条
例
が
施
行
さ
れ
ま
す
。

　
当
該
地
区
計
画
内
で
は
、建
築
な
ど

を
行
う
場
合
、工
事
着
手
の
３０
日
前
ま

で
に
下
記
へ
届
け
出
が
必
要
で
す
。

国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
皆
さ
ま
へ

高
額
療
養
費
を

申
請
し
ま
し
た
か

　

高
額
療
養
費
は
、１
ヵ
月
に
支
払
っ

た
医
療
費
の
自
己
負
担
額
が
規
定
の

限
度
額
を
超
え
た
場
合
、申
請
に
よ
り

超
え
た
金
額
を
払
い
戻
す
制
度
で
す
。

申
請
に
は
、医
療
費
の
領
収
書（
原
本
）

の
提
示
が
必
要
で
す
。

　
本
市
で
は
、受
診
月
か
ら
約
３
ヵ
月
後

に
対
象
者
に
案
内
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　
対
象
に
な
る
か
は
所
得
や
年
齢
な

ど
に
よっ
て
異
な
り
ま
す
。詳
し
く
は
左

記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

�

確
定
申
告
な
ど
で
医
療
費
控
除
を
す

る
人
へ

　
11
月
、12
月
受
診
分
に
つ
い
て
は
、市

か
ら
の
案
内
が
確
定
申
告
の
時
期（
２・

３
月
）と
重
な
る
た
め
、確
定
申
告
な
ど

で
医
療
費
控
除
の
た
め
に
領
収
書
を

提
出
す
る
人
は
、領
収
書
を
提
出
す
る

前
に
高
額
療
養
費
の
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
。そ
の
ほ
か
の
医
療
保
険
に
加

入
中
の
人
は
、各
医
療
保
険
者
に
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

問�

国
保
年
金
課

　
☎（
５
８
２
）１
１
２
０

　
5（
５
８
２
）１
１
３
８

は
、
変
更
案
に
つ
い
て
意
見
が
あ
る

と
き
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

都
市
計
画
の
名
称

　

�

大
津
湖
南
都
市
計
画
ご
み
処
理
場

（
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
）の
変
更

時�

１
月
１５
日（
火
）～
２９
日（
火
）の
平
日

午
前
８
時
３０
分
～
午
後
５
時
１５
分

所�

都
市
計
画
課
、速
野
会
館
、中
洲
会
館

意
見
書
の
提
出
方
法

　
１
月
２９
日（
火
）ま
で
に
意
見
書
に

住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
記
入
の

う
え
、
郵
送
ま
た
は
直
接
左
記
へ
提

出
。
意
見
書
様
式
は
左
記
に
設
置
、

ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
。

問�

都
市
計
画
課

　
☎（
５
８
２
）１
１
３
２

　
5（
５
８
２
）６
９
４
７

問�

都
市
計
画
課

　
☎（
５
８
２
）１
１
３
２

　
5（
５
８
２
）６
９
４
７　

職員募集

区分 勤務場所 人
員 雇用条件 任用期間 勤務日数・時間 業務内容 賃金・報酬 試験 申込期限・担当課

事務員
(業務臨時・

育休代替）

上下水道
事業所

経営総務課
1
人

パソコン操作
が可能で普通
自動車運転免
許（AT限定可）
を有する人

２月19日
～3月31
日※

常勤
午前8時30分～
午後５時1５分

・ 上下水道事
業の経理に
関すること

・ そのほか所
属長の定め
る事項に関
すること

月額
1６1,900円

作文・面接試験
２月４日(月)
午前10時～
市役所3階 33会議室

1月31日（木）まで
経営総務課
☎（５8２）113６

事務員 
(業務臨時） 介護保険課 1

人
パソコン操作
が可能な人

２月1日～
3月31日
※

介護保険関連
事務、電話・窓
口対応

作文・面接試験
1月２２日(火)
午後1時30分～
すこやかセンター

1月２1日（月）まで
介護保険課
☎（５8２）11２7

　草津公共職業安定所☎（562）3720、ジョブプラザ守山☎（583）8739または担当課まで申し込み。
　試験当日に履歴書および該当する資格免許などを持参。任用期間の※は更新の可能性あり。通勤手段については
担当課にご確認ください。
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